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東京都開発審査会提案基準の改正の概要について 

１ 今回の改定概要（用途変更に係る基準） 

【現行】 

【改定後】

２ 新基準の概要 

○基準 O 「市街化調整区域内の既存建築物を活用した地域再生のための用途変更」
市街化調整区域内の空家などの既存建築物を活用した「既存集落の維持」や「観

光振興等」等の地域再生のための用途変更

（基準の概要）

１ 当該市町長の同意

地域再生に資するものであるか、行政計画との整合性、公共施設整備の負担の

有無等の確認

２ 既存建築物の要件

既存建築物の適法性確認、10年以上適正に利用された建築物（空家も対象）、属
人許可案件はやむを得ない事情が必要、等

３ 変更後の用途

ア 観光振興のために必要な宿泊・飲食等の提供の用に供する施設

イ 既存集落の維持のために必要な住宅、事務所、集会施設、研修施設

（要件）

・ 既設の道路や上下水道への著しい負荷を生じないもの

・ 変更後の用途について、他法令の許可等必要な場合は、当該許可等の取得等

が確実なもの

・ 公序良俗に反しない用途

「基準 I」(H11) 
（所有権の移転）

（属人的権利により建築された専用住宅を一般住宅とする）

「基準 I」
（所有権の移転）

（属人的権利により建築された

専用住宅を一般住宅とする）

※現行基準の一部修正

「基準 Iの２」
（賃貸住宅への転用）

（属人的権利により建築された

専用住宅を賃貸住宅とする）

※追加基準

「基準 O」
（地域再生のための用途変更）

（地域再生の目的で既存の建築物

を用途変更する）

※追加基準

【開発許可制度運用指針の一部改正 H28】
既存建築物の用途変更の弾力化
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○基準 Iの２ 「市街化調整区域内の建築物の用途変更（賃貸住宅への用途変更）」
都市計画法第 29条若しくは第 43条の許可を受けて建築された個人専用住宅（当
該個人に対し専属的に許可したものに限る。）又は第 29条第１項第２号の規定に
より許可不要で建築された農林漁業者用の個人専用住宅で、やむを得ない事情に

よる賃貸住宅への用途変更

（追加理由）

今回の運用指針で、「自己用住宅等を賃貸住宅とすることは用途変更」という考え

方が示されたことから、「基準 Iの２」として追加。
（基準の概要）

現行の基準 Iと類似。所有権の変更が無いことによる基準の修正。

○基準Ｉ 「市街化調整区域内の建築物の用途変更（所有権の移転）」

都市計画法第 29条若しくは第 43条の許可を受けて建築された個人専用住宅（当
該個人に対し専属的に許可したものに限る。）又は第 29条第１項第２号の規定に
より許可不要で建築された農林漁業者用の個人専用住宅で、やむを得ない事情に

よる用途変更

（修正内容）

今回の運用指針で、適正利用期間の目安が示されたことから、２項（５）の「５年

以上適正に利用」を「原則として１０年以上適正に利用」修正。


